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差し替え

(女咽ﾖ･副大臣･政務官） 刑事局作成
e月g日 （月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

想定6問法務省から， 『国公法に勤務延長を含む
定年制度が導入されて以降の国会議事録等を探
したが，勤務延長を含む定年制度は検察官には
適用除外であるとの解釈を示すもの等は確認で
きなかった」と文書にて確認をしているが， こ
－の見解で間違いはないか，法務大臣に問う6

陥論（議員作成資料の記述の確認)。

国公法に勤務延長を含む定年制度が導入された昭
和g_C年より後の国会会議録等の国会における御議
諭等を確認したが（注),勤務延長を含む定年制度
は検察官にl植用除外であるとの解釈を示すものは
見当たらなかったところである。

論の積み重ねがあるとは認識していない

各種文献では，昭和56年当時の解釈の 彗論

示したものはあるものの,その理由など

の囚容を詳らかにしたものは見当たらず

の後においても，従前の解釈の検討の経
詳らかにするものは見当たらず，議論の

あるものとは認識していなし二J



0、

等を示された場1
(注）昭和56年より後の国会会議録及び質問主意書に対

する答弁書を確認した。

（参考1）昭和56年4月28日衆・内閣委員会
○神田委員

（略）定年制の導入は当然指定職にある職員にも適用
されることになるのかどうか。たとえば一般職にありま

しては検事総長その他の検察官， さらには教育公務員
（略）これらについてはどういうふうにお考えになりま

すか。

○斧政府委員

検察官と大学教官につきましては，現在すでに定年が
定められております。今回の法案では，別に法律で定め

られておる者を除き， こういうことになっておりますの
で,今回の定年制は適用されないことになっております。

(参考2）一般財団法人日本人事行政研究所編「任用実務
の手引き」第5次改訂版
「 一般職の職員については，原則的には国公法の定め

る定年制度が適用されるが，次に掲げる職員には適用
されない。

ア他の法律による定年制度が適用される職員
検察官については，検察庁法第22条の規定によ
り一般職の職員全体に係る定年制度が導入される

全



以前から定年制度が実施されており，国公法の定

める定年制度の適用が除外されている｡」

(参考資料）小西議員が作成した令和2年3月5日付け「検
察官には国公法の勤務延長制度の適用が除外されてい

るとの従前の解釈を適用可能と変更することが至当で

あるとの結論が得られた理由について」 と題する書面

内紡■■携帯【責任者 刑事局総務課 佐藤課長
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(女咽ﾖ｡副大臣｡政務官） 刑事局作成
e月g日 （月）参・予算委小西洋之議員（無所属）

〔結論：当時の資料は見当たらない〕

法務省において，昭和56年改正当時の協議など

の資料は見当たらない。

〔想定問答集は確認していた。

なお， （国公法の一部改正により導入された勤務

延長制度は検察官には適用がないとの問答が記載さ

れた）昭和55年の想定問答集については，事務方

において，令和2年1月1フ曰から21日にかけて

の内閣法制局との協議の過程で， 内閣法制局から示

され，その内容を把握していたが，現物は入手して

｣△型△との報告を受けているg」

(注） 「国家公務員法の一部を改正する法律案（定年制度）
想定問答集」昭和55年10月総理府人事局

問46 「法律に別段の定めのある場合を除き」 として
いる理由及び具体例いかん。
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答今回の定年制度法案は，現在法律により定年が定
められている職員については,それぞれの法律によ

ることとして，適用対象から外すという考え方を採
っているので， 「法律に別段の定めのある場合を除
き」 と規定している。具体例としては，検察官（検
察庁法第二十二条により定年が定められている｡）
及び大学教員（教育公務員特例法第八条により大学
管理機関が停年を定めることとされている｡）があ
る。
ﾛ■■■■■■■

問47検察官，大学の教員については，年齢について
のみ特例を認めたのか。それとも全く今回の定年制
度から外したのか。

答定年，特例定年，勤務の延長及び再任用の制度の
適用は除外されることとなるが，第81条の5の定
年に関する事務の調整等の規定は，検察官，大学の
教員についても適用されることとなる。

（参考）令和2年2月25日衆・予算委分科会
○後藤議員
先ほど， 山下前大臣がやっていたやりとりは何だった
んですかね。政府統一見解として勤務延長は検察官に適
用されないと明確な内閣法制局長官の答弁がありました。
内閣の統一見解ですよ。森大臣その想定問答， あるいは
森大臣の部下かもしれませんが法務省として御覧になっ
ていますか。 1月22日ま二重に。

○森法務大臣
御指摘の資料については事務方からその内容も踏まえ
今 解釈IEjSIて回の こ 、′おナる目ij提として検討を行ったのも と報

告を受けております。私自身としても閣議請議前の時点
で勤務延長制度の導入当時の解釈を含め必要な説明を受
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けていたものでありますが，なお，御指摘の資料の内容
は勤務延長制度が導入された当時検察官については， 国
家公務員法の延長制度は検察庁法により適用除外されて
いると理解されていたとのこれまでの説明となんら矛盾
するものではございません。
○後藤議員

この想定問答を，法務大臣及びその部下としての法務
省の担当の方々が見ていたかを聞いています。 1月22
日までに。見ていたかどうか』をお答えください。
○森法務大臣

私は事務方からその内容も踏まえて必要な説明を受け
ましたので事務方は見ていたものと理解しております。
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(対因ﾖ｡副大臣｡政務官） 刑事局作成
3月g日 （月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

’
想定8問昭和55年の想定問答集の現物を入手し
なかったのはなぜか，法務大臣に問う。 ’

〔結論〕
勤務延長制度の導入当時検察官には勤務延長制

度は適用されないと理解されていたことについて

法務省としても， 当然のこととして把握していは，

た。

その上で， お尋ねの想定問答集については， （先

ほど申し上げたとおり， ）事務方において， 内閣法

制局との協議の過程で内容を確認し，法務省の理解

と異なることなどは記載されていなかったため， あ

えて現物を入手することまではしなかったと報告を

受けている』

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内 携帯
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(対因ﾖ｡副大臣｡政務官） 刑事局作成
3月g日 （月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

想定9問国家公務員の定年引上げに伴う，検察官
の定年引上げ法案について，昨年の段階で， 内
閣法制局担当部長である第二部長の審査が終了
したのはいつか，法務大臣に問う。

〔結論一昨年の10月末頃〕

〆 国家公務員の定年の引上げに関する人事院の意見､

の申出が平成30年8月に出されたことなどを踏ま

え， 国家公務員法を所管する内閣人事局を中心とし

て， 国家公務員一般の定年引上げに閏する検討が進

められていたところ，法務省においては， この国家

公務員一般の定年引上げに閨する検討の一環とし

Lて,検察官についても検討を進めていた｡ ノ

検察官の定年の引上げなどを内容とする検察庁法

の改正案については，昨年（令和元年) 10月末頃

内閣法制局第二部長の了承が得られた旨の連絡を同

音肋ら受けたものと承知』

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内畑携割 ’
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摺需 ｡副大臣。政務官） 刑事局作成
(月）参。予算委小西洋之議員（新会派）

想定~T~O間内閣法制局第二部長の審査が終了した
頃は，勤務延長制度の検察官への適用はないこ
とを前提としていたのではないか，法務大臣に
問う。

〔結論〕

一法務省においては，検察官の定年引上げに関す
法律案の策定の過程で，昨年（令和元年） 12月

から，現行の国家公務員法と検察庁法との関係に

』て必要な検討を行っていたところ。
内閣法制局第二部長の了承が得られた旨の連絡を

受けたのは，昨年To月末頃のことであり， その当

時は，検察官に勤務延長制度は適用されないとの従

前の解釈を前提としていたものと承知｡」

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内緒■■携一
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差し替え

(対因ﾖ･副大臣｡政務官） 刑事局作成
3月9日 （月）参“予算委小西洋之議員（新会派）

想定 に声雪認鳧義堯蕊鱸認菫喜馬
適用等の再検討を行ったのはなぜか，法務大臣
に問う。

〔結論〕

検察官の定年引上げに関する法律案については，

従前からその検討を行っており，昨年（令和元年）

10月末凰こは内閣法制局第二部長の審査が終了し

たものの，法律案の提出に至っていなかった。

そこで，本年の通常国会への提出に向けて，改め

て，法律案において，勤務延長制度や再任用制度を

どのように取り扱うかを考える前提として，昨年1

2月垣から,_現行の国家公務員法と検察庁法との関
係を検討していたものと承知』

(参考）再検討に至る流れ

令和元年10月末頃内閣法制局第二部長審査終了
同年12月頃～現行の国家公務員法と検察庁法

との関係を検討

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内畑携帯
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(対因ﾖ｡副大臣｡政務官） 刑事局作成
3月9日 （月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

想定23問法務省では,令和2年3月5日付け｢検
察官には国公法の勤務延長制度の適用が除外さ
れているとの従前の解釈を適用可能と変更する
ことが至当であるとの結論が得られた理由につ
いて」に記載されている以上に，解釈変更をす
るに当たって検討したことはないということで
間違いないか，法務大臣に問う。

〔結論〕

御指摘の書面は， 内閣法制局職員及び当省職員が

行った御説明を踏まえて，小西委員において作成さ

れたものと間いている。

(細かい文言はさておき）趣旨においては，概ね内

閨法制局職員及び当省職員が御説明したとおりのも

のと聞いている』

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内俎携周 ’
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(女咽ﾖ･副大臣｡政務官） 刑事局作成
S月9日 （月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

蕊
24間歴代政府が答弁L
の考え方（ルール)」にお
定の文言，趣旨，立案者α
なる社会情勢，議論の積み
いては全体の整合性を保つ
条件などに照らして， なゼ
制度を適用する解釈変更ガ
るのか， 当該条件等に係る
令の解釈の考え方（ルーノ
哩的な説明について．法誇

ていゐI法令の角牟新

ﾅる「当該法令の緩
言図，立案の背景と
重ねのあるものにつ
二とにも留意」等の
検察官に勤務延長
至当として合法とな
具体的な認識を『法
)」に当てはめた論
大臣に問う。

〔結論。

社会経済情勢の多様化・複雑化に伴い，犯罪の性

質も複雑困難化する状況下において，国家公務員一

般の定年の引上げに関する検討の一環として，検察

官についても改めて検討したところ，勤務延長制度

の導入当時の検討の過程や理由等については現時点

では必ずしも詳らかではなく， また，

○検察庁法上，検察官について勤務延長を認めな

い旨の特例は定められていないこと

○検察庁法で定められる検察官の定年による退職

の特例は，定年年齢と退職時期の2点であり，国
■■■■■■■■■■

家公務員が定年により退職するという規範そのも

のは,_検察官であっても一般法たる.国家公務員法

且
1



に拠っているというべきであること

○特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当

させることが公務遂行上必要な場合に，定年制度

の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延

長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は，検察官に

も等しく及ぶというべきであること

などからすれば，検察官の勤務延長については，一

般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈

でき，問題はない』

（参考1）令和2年2月26日衆・予算委員会枝野委

員に対する答弁
○森法務大臣
これまで御答弁申し上げておりますとおり，社会経済
情勢の多様化，複雑化に伴い，犯罪の性質も複雑困難化

する状況において，国家公務員一般の定年の引上げに関
する検討というのがなされましたこ § 日 動れ力 乍年力らし◎ ，

ているというふうにこれまでも答弁をしているところで

ございますが，その中で，検察庁法上，検察官について
勤務延長を認めない旨の特例は定められていないこと，
検察庁法で定められる検察官の定年による退職の特例は
定年年齢と （略）退職時期の二点であり，国家公務員が

定年により （略）退職する規範そのものは，検察官であ
っても一般法たる国家公務員法によっているというべき
であること勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく

及ぶというべきであることなどからすれば，検察官の勤
務延長については， （略）一般法である国家公務員法の規
定が適用されると解釈できるということで，今まで御答
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弁を申し上げているものと変わりはございません。

（参考2）平成16年6月18日島聡衆議院議員からの質
問主意書に対する答弁書
【答弁】
一について

憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、
趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会
情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについ
ては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定さ
れるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このよう
な考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示
されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる
新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、
前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変
更することができるという性質のものではないと考えてい
る。仮に、政府において、憲法解釈を便宜白勺、意図的に変
更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいて
は憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねな
いと考えられる。

このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈
を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、
これを変更することがおよそ許されないというものではな
いと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、
個別的、具体的に検討される全きものであり、 （二）のお尋
ねについては一概にお答えすることは困難である。
また、御指摘の事例についての政府の考え方をお示しす
れば、次のとおりである。すなわち、政府は、一般に、国
又はその機関の行為が憲法第二十条第三項の禁ずる「宗教
的活動」に当たるかどうかは、いわゆる津地鎮祭判決（昭
和五十二年七月十三日最高裁判所大法廷判決）において示
されたいわゆる目的効果論の考え方に従い、当該行為の宗
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教とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照
らし相当とされる限度を超えるものか否かを社会通念に従
って客観的に判断して決すべきものであるとの解釈を採っ
ているところ、御指摘の内閣総理大臣その他の国務大臣が
国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することに関して
は、昭和六十年以前は、前記のいわゆる目的効果論の考え
方に基づき同項の規定との関係で問題がないかどうかを判

断するために必要な社会通念を見定めるに至っていなかっ
たことから、同項の規定との関係で違憲とも合憲とも断定
しないものの、違憲ではないかとの疑いをなお否定できな

いため、これを差し控えることとしていた。しかし、昭和
六十年に、当時の「閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談

会」の報告書等を参考として鋭意検討した結果、前記のよ
うな国務大臣の靖国神社へのいわゆる公式参拝のうち、専
ら戦没者に対する追悼を目的として、靖国神社の本殿又は
社頭において一礼する方式により行われるような参拝につ
いては、社会通念に照らし同項の規定に違反する疑いはな
いとの判断に至ったので、 このような参拝は、差し控える
必要がないという結論を得たものである。このように、国

務大臣の靖国神社へのいわゆる公式参拝については、前記
のいわゆる目的効果論の考え方を踏まえ、 これを具体の事
案に当てはめるに際し、その対象となる参拝の方式を特定
し、これを前提とすれば社会通念に照らして憲法に違反す
ることはないという結論を得るに至ったものであり、 この

ことは、前記のいわゆる目的効果論の考え方の範囲内にと
どまるものである。

その上で、御指摘の「憲法の解釈。運用の変更」に当た

り得るものを挙げれば、憲法第六十六条第二項に規定する
「文民」と自衛官との関係に関する見解がある。すなわち、
同項は、 「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなけれ

ばならない｡」 と定めているが、ここにいう 「文民」につい
ては、その言葉の意味からすれば「武人」に対する語であ

4



って、 「国の武力組織に職業上の地位を有しない者」を指す
ものと解されるところ、 自衛隊が警察予備隊の後身である

保安隊を改めて設けられたものであり、それまで、警察予
備隊及び保安隊は警察機能を担う組織であって国の武力組
織には当たらず、その隊員は文民に当たると解してきてい
たこと、現行憲法の下において認められる自衛隊は旧陸海
軍の組織とは性格を異にすることなどから、当初は、 自衛
官は文民に当たると解していた。その後、 自衛隊制度があ
る程度定着した状況の下で、憲法で認められる範囲内にあ
るものとはいえ、 自衛隊も国の武力組織である以上、 自衛
官がその地位を有したままで国務大臣になるというのは、
国政がいわゆる武断政治に陥ることを防ぐ、という憲法の精
神からみて、好ましくないのではないかとの考え方に立っ

て、昭和四十年に、 自衛官は文民に当たらないという見解
を示したものである。
二について

憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において実
力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、政
府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生
存権や憲法第十三条が生命、 自由及び幸福追求に対する国
民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえ
て考えると、憲法第九条は、外部からの武力攻撃によって
国民の生命や身体が危険にさらされるような場合にこれを
排除するために必要最小限度の範囲で実力を行使すること
までは禁じていないと解している。
これに対し、集団的自衛権とは、国際法上、 自国と密接
な関係にある外国に対する武力攻撃を、 自国が直接攻撃さ
れていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが

正当化される権利と解されており、 これは、我が国に対す
る武力攻撃に対処するものではなく、他国に加えられた武
力攻撃を実力をもって阻止することを内容とするものであ
るので、国民の生命等が危険に直面している状況下で実力

5



を行使する場合とは異なり、憲法の中に我が国として実力

を行使することが許されるとする根拠を見いだし難く、政

府としては、その行使は憲法上許されないと解してきたと

ころである。

お尋ねのような事案については、法理としては、仮に、
個別具体の事実関係において、お尋ねの「同盟国の軍隊」
に対する攻鑿が我が国に対する組織的、計画的な武力の行

使に当たると認められるならば、いわゆる自衛権発動の三

要件を満たす限りにおいて、我が国として自衛権を発動し、
我が国を防衛するための行為の一環として実力により当該
攻鑿を排除することも可能であるが、右のように認めるこ

とができない場合であれば、憲法第九条の下においては、
そのような場合に我が国として実力をもって当該攻鑿を排

除することは許されないものと考える。

御指摘の答弁書のお尋ねに係る部分の趣旨及び集団的自

衛権に関する政府の憲法解釈の変更についての考え方は、

平成十四年五月九日の衆議院武力攻撃事態への対処に関す
る特別委員会における赤松正雄委員の質疑及び本年二月二

十七日の参議院本会議における山本香苗議員の質疑に対す
る小泉内閣総理大臣の答弁において述べられているとおり

である。

（参考資料）

○小西議員が作成した令和2年3月5日付け「検察官には
国公法の勤務延長制度の適用が除外されているとの従前の

解釈を適用可能と変更することが至当であるとの結論が得
られた理由について」 と題する書面

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内線■■携斜

6



』 餅墨:筆寶篁)小西洋之議員噺会派）
刑事局作成

想定25問歴代政府が答弁している「法令の解釈
の考え方（ルール)」の条件一つ一つに当ては
めて，今回の解釈変更が至当であるという理由
を説明することはできないのか，法務大臣に問
う。

〔結論〕

検察官にも勤務延長制度が適用されるという解釈

については，委員も指摘されている政府の法令解釈

に関する考え方を踏まえて行ったものであり，先ぼ

どの答弁も，政府の考え方に則して説明させていた

だいているゴ
一 ～

【『当該法令の規定の文言」について問われた場合

国家公務員法の規定及び検察庁法の規定の文言

】

を

検討した。

その際，検察庁法において， 国家公務員法第8

条の3の勤務延長制度の規定の適用を排除する規

1

定
－

のないことも検討した。

L－ 一

L6

1

▼



そして，検察庁法において

○検察官について勤務延長を認めない旨の規定は

設けられていないこと

○検察庁法で定められている検察官の定年による

退職の特例は,定年年齢と退職時期の2点であり，

国家公務員が定年により退職するという規範その

ものは，検察官であっても一般法たる国家公務員

法に拠っているというべきであること

からすれば，検察官に勤務延長制度を適用すること

は，条文の規定上十分に可能であると解釈すること

ができる二1

口



｢立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等」に

ついて問われた場合。

（委員御指摘の）検察官には勤務延長制度を適用

しないとの理解について， 当時の検討の過程や理由

等については必ずしも詳らかではないゴI
Kr議論の積み重ね」について問われた場合又

国公法に勤務延長を含む定年制度が導入された里
和56年より後の国会会議録等の国会における御議

論等を確認したが（注)，検察官への勤務延長制度

の嫡用除外についての議論は見当たらなかったとこ

ろである』

(注）昭和56年より後の国会会議録及び質問主意書に対
する答弁書を確認した。

(参考）昭和56年4月28日衆・内閣委員会
○神田委員
（略）定年制の導入は当然指定職にある職員にも適用さ
れることになるのかどうか。たとえば一般職にありまし
ては検事総長その他の検察官，さらには教育公務員(略）
これらについてはどういうふうにお考えになりますか。
○斧政府委員
検察官と大学教官につきましては，現在すでに定年
が定められております。今回の法案では，別に法律で定
あ~弓矛正二ておる者を除き， こういうことになっておりま弓
ので， 今回の定年制は適用されないことになっておりま
す。

3



（参考）平成16年6月18日島聡衆議院議員からの質問
主意書に対する答弁書
【答弁】
一について

憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、
趣言等に即しつつ､立案者の意図』苧玉案あ背景となる社会
情藝專君署厩二一王てく~讓言蒲の積み重ねのあるものについ
ては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定さ
れるべきものであり、政府による憲法の解釈は、 このよう
な考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示
されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる
新たな要請を考慮すべきこ王~ぽ雪燕であるとしても、なお、
前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変
更することができるという性質のものではないと考えてい
る。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変
更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいて
は憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねな
いと考えられる。
このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈
を変更することが至当であるとの結論が得られた場合にI圭
言芽房菱更冒蒲三F示話~工~そ許されないというものではな
病王署~更~g~矛℃~弓~示~鳶~而孑矛厄にせよ、その当否については
掴別白勺、具体的に検討されるべきものであり、 （二）のお尋

ね'麗碁縄蓬慧驚薫云醤謹一’
4



(対沃固･副大臣･政務官）
3月g日 （月）参・予算委小西

刑事局作成
洋之議員（新会派）

F識
埒にl勤務処

との明確な砥
らず，それを
ないのでは竜

毒lで

〔結論。

○勤務延長制度の導入当時の検討の過程や理由等

は， 恥ずしも詳らかでなく，

○検察庁法上，検察官について勤務延長を認めな

い旨の特例も定められておらず，

○検察庁法が定める検察官の定年による退職の特ｰ

例は，定年年齢と退職時期の2点であり，定年に
－

より退職するという規範そのものは，検察官であ

っても一般法たる国家公務員法に拠っているとい

うべきであること

○勤務延長制度の趣旨は，検察官にも等しく及ぶ

というべきであること

からすれば，検察官に勤務延長制度の適用があると

解することに何ら問題はない9」

(参考）平成16年6月18日島聡衆議院議員からの質問
主意書に対する答弁書

【答弁】
1



一について

憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、

趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会

情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについ

ては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定さ

れるべきものであり、政府による憲法の解釈は、 このよう

な考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示

されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる

新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、

前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変
更することができるという性質のものではないと考えてい

る。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変

更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいて

は憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねな

いと考えられる。

このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈
を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、
これを変更することがおよそ許されないというものではな

いと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、

個別的、具体的に検討されるべきものであり、 （二）のお尋

ねについては一概にお答えすることは困難である。 （以下略）

内線■■携帯【責任者：刑事局総務課佐藤課長
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(女咽ﾖ･副大臣･政務官） 刑事局作成
e月9日 （月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

想定27問昭和56年当時に勤務延長制度等が適
用除外された過程や理由が必ずしも詳らかでは
ないのに，なぜ今回の解釈変更が至当であると
考えられるのか，法務大臣に問う。

に導入当時の状況。

勤務延長制度の導入当時の検討の過程や理由等に

ついては現時点では必ずしも詳らかではなく，国会

議事録によっても，導入当時，検察官に勤務延長制

度を適用しないこととする実質的な理由が示された

様子も見られないところ。

〔結論。

そのような状況を考盧しつつ，

○検察庁法上，検察官について勤務延長を認めな

い旨の特例は定められていないこと

○検察庁法で定められる検察官の定年による退職

の特例は，定年年齢と退職時期の2点であり，国
一

家公務員が定年により退職するという規範そのも

のは，検察官であっても一般法たる国家公務員法

に拠っているというべきであること

○勤務延長制度の趣旨は,検察官にも等しく及ぶ

というべきであること

且
1



などからすれば，検察官の勤務延長については， 一

般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈

できる』

（参考）平成16年6月18日島聡衆議院議員からの質問

主意書に対する答弁書

【答弁】
一について

憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、

趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会

情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについ
ては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定さ

れるべきものであり、政府による憲法の解釈は、 このよう

な考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示
されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる

新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、
前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変

更することができるという性質のものではないと考えてい

る。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変
更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいて

は憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねな
いと考えられる。

このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈

を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、

これを変更することがおよそ許されないというものではな
い 当と考えられるが、いずれにせよ、その否については、
－

個別的、具体的に検討されるべきものであり、 （二）のお尋

ねについては一概にお答えすることは困難である。 （以下略）

磧任者:刑事局総務課佐繍長内畑携隠
2



ざ 餅雲:蕊)小西洋之議員(新会派）
刑事局作成

ーー．’ピ－Vシーー

的には犯罪の手に
諸情勢の変化のみ
されないのではな

〔結論。

（これまで御説明したとおり）検察官に勤務延長

制度が適用されるという解釈は，

○検察庁法上，検察官について勤務延長を認めな

い旨の特例は定められていないこと

○検察庁法で定められる検察官の定年による退職

の特例は，定年年齢と退職時期の2点であり， 国
一

家公務員が定年により退職するという規範そのも

のは,検察官であっても一般法たる国家公務員法

に拠っているというべきであること

○特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当

させることが公務遂行上必要な場合に，定年制度

の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延

長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は，検察官に

も等しく及ぶというべきであること

など， 当該法令の規定の文言､趣旨等も検討した上

で行ったものであり，御指摘は当たらない｡」
1



（参考）平成16年6月18日島聡衆議院議員からの質問
主意書に対する答弁書
【答弁】
一について

憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、
趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会
情勢等を考盧し、また、議論の積み重ねのあるものについ
ては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定さ
れるべきものであり、政府による憲法の解釈は、 このよう
な考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示
されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる
新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、
前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変
更することができるという性質のものではないと考えてい
る。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変
更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいて
は憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねな
いと考えられる。
このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈
を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、

いと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、
個別的、具体的に検討されるべきものであり、 （二）のお尋
ねについては一概にお答えすることは困難である。 （以下略）

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内個携隠一一
2



(女伍ﾖ｡副大臣･政務官）
s月9日 （月）参・予算委小西

刑事局作成
洋之議員（新会派）

想定29問歴代政府か答弁している「,去令の解釈
の考え方（ルール)」によれは政府による,去
令の解釈は 「論理的に確定されるへきもの」
とのことてあるか,去務大臣か述へた理由から，
なせ今回の解釈変更か論理的に確定されると
いえるのか型去務大臣にロ‐

〔結論。

法令の規定の文言及び趣旨，すなわち，

○検察庁法上，検察官について勤務延長を認めな

い旨の特例は定められていないこと

○検察庁法で定められる検察官の定年による退職

の特例は，定年年齢と退職時期の2点であり，国
■■■■■■■■■■

家公務員が定年により退職するという規範そのも

のは，検察官であっても一般法たる国家公務員法

に拠っているというべきであること

○勤務延長制度の趣旨は，検察官にも等しく及ぶ

というべきであること

などからすれば，検察官の勤務延長については，一

般法である国家公務員法の規定が適用されるとの解

ML_土全E宣壷埋亘…血当皇ものと考える｡'

(参考）平成16年6月18日島聡衆議院議員からの質問
主意書に対する答弁書

【答弁】

1



一について

憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、
趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会
情勢等を考盧し、また、議論の積み重ねのあるものについ
ては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定さ
れるべきものであり、政府による憲法の解釈は、 このよう
な考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示

されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる

新たな要請を考盧すべきことは当然であるとしても、なお、
前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変
更することができるという性質のものではないと考えてい

る。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変

更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいて
は憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねな
いと考えられる。

このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈
を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、
これを変更することがおよそ許されないというものではな

いと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、
個別的、具体的に検討されるべきものであり、 （二）のお尋

ねについては一概にお答えすることは困難である。 （以下略）

磧任者:刑事局総務課佐藤課長内綿■■携調 ’
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(交咽ﾖ｡副大臣，政務官） 刑事局作成
3月g日 （月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

想定S0問なぜ，今，検察官につし豆て勤務延長制
度を適用する必要があるのか，検討経緯ではな
く， その実質的な必要性について，法務大臣に
問う。

〔結論。

勤務延長制度が導入された昭和56年当時と比べ，
社会経済情勢は大きく変化し，多様化・複雑化してお

複雑困難化している。犯罪の性質も，り，これに伴い，

このように， 犯罪の捜査等に当たる検察官を取り巻

は，昭和56年当時と比べ,大きく変化してい<情勢

る中，国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の
一環として,検察官についても改めて検討したところ，
検察官についても，特定の職員に定年後も弓|き続きそ
の職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があ

且と考えられたためである三」

（参考）令和2年2月26日衆。予算委員会枝野委員
に対する答弁
○森法務大臣
これまで御答弁申し上げておりますとおり，社会経済
情勢の多様化,_複雑化に伴い,■犯罪の性質も複雑困鰡ヒ
コニ至三幽呈において，国家公務員一般の定年の引上げに関
ニョニ豆撞童というのがなされまじたdこれが，昨年からし
ているというふうにこれまでも答弁をしているところで

1



検察庁法上，検察官についてざいますが，その中で，
↓
」

勤務延長を認めない旨の特例は定められていないこと，
検察庁法で定められる検察官の定年による退職の特例は
定年年齢と （略）退職時期の二点であり，国家公務員が

定年により （略）退職する規範そのものは，検察官であ
っても一般法たる国家公務員法によっているというべき

であること，勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく
及ぶというべきであることなどからすれば，検察官の勤

務延長については， （略）一般法である国家公務員法の規
定が適用されると解釈できるということで，今まで御答
弁を申し上げているものと変わりはございません

恩
１
超
市
－
携【責任者 刑事局総務課佐藤課長 内

2



(対固･副大臣｡政務官） 刑事局作成
S月g日 （月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

想定S1間解釈変更をするに当たって， どのよう
な「社会経済情勢の変化」や｢犯罪情勢の変化」
があったというのか，法務大臣に問う里

正社会経済情勢の変化〕

勤務延長制度が導入された昭和56年当時と比べ，

○例えば，国際間を含めた交通事情は飛躍的に進歩

し，人や物の移動は容易になっている上， インター

ネットの普及に伴い，実際に人が移動しなくても，

各種情報の交換や諸々の手続などが簡単に行えるよ

うになっているなど，

社会経済情勢は大きく変化し， 多様化-複雑化してい

る。
4■■■■■■■■■

〔犯罪情勢の変化〕

これに伴い，犯罪の性質も，

○例えば，海外に拠点を置いた国際的な組織犯罪や

捜査手法に工夫を要するサイバー犯罪なども多く発

生している状況にあり，

複雑困難化している。



～＝

〔公務遂行上必要な場合があること〕

このように犯罪の捜査等に当たる検察官を取り巻

情勢は，昭和56年当時と比べ，大きく変化してい

と考えられる。

そのような情勢から，検察官についても，特定の職

に定年後も引き続きその職務を担当させることが公

遂行上必要な場合があると考えられたものである。』

く
る

員

務

足、 ／一一

斜内梱携佐藤課長刑事局総務課【責任者：
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(対圃･副大臣｡政務官） 刑事局作成
B月9日（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

想定32問仮に法務省が説明するような犯罪情勢
等の変化があったとしても，それがなぜ，勤務
延長を認める必要性や許容性の理由となるの
か，定年を迎える検察官との関係で，具体的に
サイバー犯罪への対応等が問題となることがあ
るのか，法務大臣に問う。

〔必要性。

社会経済情勢の多様化・複網上に伴い，犯罪の性

質も複雑困謝上する状況下において，犯罪の捜査等

に当たる検察官を取り巻く情勢は，昭和56年当時

と比べ，大きく変化している。

このような現状において，検察権を十全に行使す

るためには，特定の職員に職務を担当させることが

必要な場合があると考えられ，定年後であっても，

特定の職員に引き続きその職務を担当させることが

公務遂行上必要な場合がある。

このように，特定の職員に定年後も引き続きその

職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に，

定年制度の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤

務の延長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は，検察
官にも等しく及ぶといえる。 00

｣且



〔許容性。

その上で，

○検察庁法上，検察官について勤務延長を認めな

い旨の特例は定められていないこと

○検察庁法で定められる検察官の定年による退職

の特例は，定年年齢と退職時期の2点であり，国
一

家公務員が定年により退職するという規範そのも

のは，検察官であっても一般法たる国家公務員法

に拠っているというべきであること

などからすれば，検察官の勤務延長については，一

般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈

でき， （解釈変更に）問題はない9」

（参考1）令和2年2月26日衆・予算委員会枝野委
員に対する答弁

○森法務大臣
これまで御答弁申し上げておりますとおり，社会経済
情勢の多様化，複雑化に伴い，犯罪の性質も複雑困難化
する状況において，国家公務員一般の定年の引上げに関

する検討というのがなされました。これが，昨年からし
ているというふうにこれまでも答弁をしているところで

ございますが，その中で，検察庁法上，検察官について
勤務延長を認めない旨の特例は定められていないこと，
検察庁法で定められる検察官の定年による退職の特例は
定年年齢と （略）退職時期の二点であり，国家公務員が
定年により （略）退職する規範そのものは，検察官であ
っても一般法たる国家公務員法によっているというべき

2



でるご ’あ と勤務延長制度の諏旨は検察官にもひとしく

及ぶというべきであることなどからすれば，検察官の勤

務延長については， （略）一般法である国家公務員法の規
定が適用されると解釈できるということで，今まで御答

弁を申し上げているものと変わりはございません。

（参考2）平成16年6月18日島聡衆議院議員からの質
問主意書に対する答弁書

【答弁】
一について

憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、

趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会
情勢等を考盧し、また、議論の積み重ねのあるものについ
ては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定さ
れるべきものであり、政府による憲法の解釈は、 このよう
な考え方に基づき、それぞれ論理白勺な追求の結果として示
されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる

新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、
前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変
更することができるという性質のものではないと考えてい
る。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変
更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいて
は憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねな
いと考えられる。

このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈

を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、
これを変更することがおよそ許されないというものではな

いと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、
－

個別的、具体的に検討されるべきものであり、 （二）のお尋
ねについては一概にお答えすることは困難である。 （以下略）

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内畑携

3



(対圧固｡副大臣
S月9日（月）参

"政務官） 刑事局作成
･予算委小西洋之議員（新会派）

〔結論。

御指摘の文書は，国家公務員一般の定年引上げに

閨する検討の一環として，検察官についても検討を

進める過程で，その検討の前提として現行の検察庁

法の解釈について整理した文書であり，検察庁法を

所管する法務省刑事局の担当者において作成し，臺
務次官まで文書を確認して， その内容を了解してい

るものと承知。

■

1

想定Sフ問人事I
会文書を作成

完， 内
ｰたの

萄法制局三
ま誰か， 諺

吾に持ち込んだ照

尚務大臣に問う。



(女晒藝｡副大臣
S月9日 （月）参

｡政務官） 刑事局作成
・予算委小西洋之議員（新会派）

想定SS間令和2年1月16日付け文書以前に
も，法務省内で検察官に対する勤務延長制度の
適用について検討した，検討ペーパーがあるの
ではないか，法務大臣に問う。

に結論。

法務省においては，国家公務員一般の定年の引上

げに関する検討の一環として，検察官についても検

討を進める過程で，昨年，具体的には昨年屯2月頃

から，現行の国家公務員法と検察庁法との関係を検

討していたところ。

この検討に当たっては，検察庁法を所管する法務

省刑事局を中心に，担当者レベルにおいて議論を重

ねていたものであるが， その担当者レベルでの議論

の結果を取りまとめたものが，提出した2020年

1月16日付け文書である。

それ以前の議論については，担当者レベルの議論

の過程に過ぎなかったことから，文書は存在してい

型△。

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内畑携
1



(対閃ヨ･副大臣
3月9日 （月）参

･政務官） 刑事局作成
･予算委小西洋之議員（新会派）

〔詳細は差し控え〕

お尋ねは，現在， 政府部内において検討中の法案

に関するものであることから，現時点で詳細につい

てお答えすることは差し控え苞。

〔定年引上げという内容について見直しはない〕

御指摘の見直しについて，詳細にわたらない範囲

で申し上げると，今般の検察庁法の改正案は，検察

官の定年の引上げを中核的な内容とするものである

ところ， その点についての見直しはなし1。

もっとも，現行法上，検察官にも国家公務員法の

勤務延長に関する規定が適用されるとの解釈を前提

として，必要な見直しを行った｡」

【責任者:刑事局総務課佐藤課長内価携帯

1

悪更さ｡間解釈変更により， どの程度の法案の変
更が必要となったのか。ほぼ全面的な見直しと
なったのではないか，法務大臣に問う。



(対因ﾖ｡副大臣｡政務官） 刑事局作成
3月9日 （月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

想定40問過去に，部長審査まで終わった後に，
今回ほど大幅な見直しを行ったことはあるか，
J法務大臣に問う。

〔結論一見直すことはある〕

どの程度の見直しを「大幅な見直し」と言うかは

一概には定まらないと思われる。

飽くまで一般論として申し上げれば， 内閣法制局

部長の法案審査後に，法案の内容を－定程度見直す

ことはあるものと承刈

内梱携罰【責任者：刑事局総務課佐藤課長

1



(女咽ﾖ･副大臣･政務官） 刑事局作成
3月1 1日 （水）衆α法務委山尾志桜里議員（立国社）

想定7問歴代政府が答弁している法令の解釈の考
え方などに照らして， なぜ，検察官に勤務延長

制度を適用する解釈変更が至当として合法とな州るのか，法務大臣に問う。

〔結論〕

社会経済情勢の多様化。複雑化に伴い， 犯罪の性

質も複雑困難化する状況下において，国家公務員一

般の定年の引上げに関する検討の一環として，検察
官についても改めて検討したところ，勤務延長制度
の導入当時の検討の過程や理由等については現時点
では必ずしも詳らかではない。

また，

○検察庁法上，検察官について勤務延長を認めな
い旨の特例は定められていないこと

○検察庁法で定められる検察官の定年による退職

の特例は，定年年齢と退職時期の2点であり，国

家公務員が定年により退職するという規範そのも

のは，検察官であっても一般法たる国家公務員法
に拠っているというべきであること

○特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当

させることが公務遂行上必要な場合に，定年制度
の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延

’且



長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は，検察官に

も等しく及ぶというべきであること

などからすれば，検察官の勤務延長については，一

般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈

でき，問題はない』

（参考1）令和2年2月26日衆・予算委員会枝野委
員に対する答弁
○森法務大臣
これまで御答弁申し上げておりますとおり，社会経済
情勢の多様化，複雑化に伴い，犯罪の性質も複雑困難化
する状況において，国家公務員一般の定年の引上げに関
－

する検討というのがなされました。これが，昨年からし
ているというふうにこれまでも答弁をしているところで
ございますが，その中で，検察庁法上，検察官について
勤務延長を認めない旨の特例は定められていないこと，

こよる退職の特例は検察庁法で定められる検察官の定年I
定年年齢と （略）退職時期の二息であり，国家公務員が
定年により （略）退職する規範そのものは，検察官であ
っても一般法たる国家公務員法によっているというべき

であること，勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく
及ぶというべきであることなどからすれば，検察官の勤
務延長については， （略）一般法である国家公務員法の規
定が適用されると解釈できるということで，今まで御答
弁を申し上げているものと変わりはございません。

（参考2）平成16年6月18日島聡衆議院議員からの質
問主意書に対する答弁書

【答弁】
一について

2



憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、

趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会

情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについ

ては全体の整合'|生を保つことにも留意して論理的に確定さ

れるべきものであり、政府による憲法の解釈は、 このよう
な考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示

されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる

新たな要請を考盧すべきことは当然であるとしても、なお、
前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変
更することができるという性質のものではないと考えてい

る。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変

更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいて

は憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねな

いと考えられる。

このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈
を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、

これを変更することがおよそ許されないというものではな

いと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、

個別的、具体的に検討されるべきものであり、 （二）のお尋

ねについては一概にお答えすることは困難である。

（以下略）

磧任者:刑事局総務課佐繍長内鋼 携笥一 ’
3


